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令和８年館林地区消防組合議会第１回臨時会会議録 

 

於 館林地区消防組合 ３階 防災教室 

 

議事日程 

 

令和８年２月５日（木）午前１０時００分開議 

 

第１ 会期の決定 

 

第２ 会議録署名議員の指名 

 

第３ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

    （群馬県市町村総合事務組合の規約の変更に関する協議書） 

 

第４ 議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 

       （群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する

事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協

議書） 

 

第５ 議案第３号 専決処分の承認を求めることについて 

       （群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議

書） 

 

第６ 議案第４号 館林地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

第７ 議案第５号 館林地区消防組合特別職の職員の期末手当の支給に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

第８ 議案第６号 館林地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に
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関する条例の一部を改正する条例について 

 

第９ 議案第７号 令和７年度館林地区消防組合一般会計補正予算（第３号） 

 

                                     

                                      

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

                                     

 

出席議員（１０名） 

 

  １番 岡 野 陽 子 君       ２番 野 本 泰 生 君 

  ３番 堀 口 きく枝 君       ４番 市 川 初 枝 君 

５番 永 田   亮 君       ６番 荒 井 信 行 君 

７番 齋 藤 一 夫 君       ８番 橋 本 博 之 君 

９番 畑 中 弘 司 君      １０番 瀬 山   登 君 

  

                                     

 

説明のために出席した者 

 管 理 者（館林市長）   多 田 善 洋 君 

 副管理者（板倉町長）   小野田 富 康 君 

 副管理者（明和町長）  冨 塚 基 輔 君 

 副管理者（千代田町長） 高 橋 純 一 君 

 副管理者（邑楽町長）   橋 本 光 規 君 

 副管理者（館林副市長） 相 澤   均 君 

 会計管理者       松 澤 直 範 

 消 防 長        横 村 恭 彦 

本部次長兼総務課長   小 倉 孝 志 

 予防課長        田 島 行 洋 

 警防課長        三 田 直 紀 

 通信指令課長      増 田   崇 

 館林消防署長      服 部 将 幸 
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 板倉消防署長      白 澤 祥 光 

 明和消防署長      齊 藤 正 登 

 千代田消防署      酒 巻 好 孝 

 邑楽消防署長      町 田 節 雄 

 館林消防署課長     石 井 弥 吉 

 警防課長補佐      飯 島 康 明 

総務課長補佐      堀 口 尚 志 

 

          開会及び開議 

（令和８年２月５日（木）午前１０時００分開会） 

 

〇 議長（野本泰生君） ただいままでの出席議員は１０名であります。よって

定足数に達しておりますので、告示第１号をもって招集されました令和８

年館林地区消防組合議会第１回臨時会は成立いたしました。ただちに会議

を開きます。 

 

第１ 会期の決定 

○ 議長（野本泰生君） 次に、日程第１．会期の決定を議題といたします。本

臨時会の会期を、本日１日と決定したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議長（野本泰生君） ご異議がないようですから、さよう決定いたしました。 

 

第２ 会議録署名議員の指名 

○ 議長（野本泰生君） 次に、日程第２．会議録署名議員の指名をいたします。

会議録署名議員に１番岡野陽子君、４番市川初枝君を指名いたします。 

 

第３ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについ

て（群馬県市町村総合事務組合の規



 - 4 - 

約の変更に関する協議書） 

○ 議 長（野本泰生君） 次に、日程第３．議案第１号「専決処分の承認を求

めることについて」（群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書）

を議題といたします。提案理由の説明を願います。管理者多田善洋君。 

○ 管理者（多田善洋君） 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて

申し上げます。本案は、群馬県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議

書を専決処分したものでございます。規約の変更内容について申し上げま

すと、１点目は、群馬県市町村総合事務組合の組織団体である太田市他三町

広域清掃組合の名称が、令和８年４月１日から太田市他三町清掃斎場組合

に変更されるため、規約上の名称を変更するものでございます。２点目は、

令和８年３月３１日をもって群馬県市町村総合事務組合における災害弔慰

金の支給等に関する事務の共同処理を取りやめるため、所要の改正をする

ものでございます。よろしくご審議のうえ、原案のとおり承認くださいます

ようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○ 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第１号

を原案どおり承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

  （挙手全員） 

〇 議 長（野本泰生君） 挙手全員よって、議案第１号は、原案どおり承認い

たしました。 

 

第４ 議案第２号 専決処分の承認を求めることについ

て（群馬県市町村総合事務組合の災

害弔慰金の支給等に関する事務に

係る共同処理の取り止めに伴う財



 - 5 - 

産処分に関する協議書） 

〇 議 長（野本泰生君） 次に、日程第４．議案第２号「専決処分の承認を求

めることについて」（群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関

する事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議書）を議

題といたします。提案理由の説明を願います。管理者多田善洋君 

〇 管理者（多田善洋君） 議案第２号 専決処分の承認を求めることについて

申し上げます。本案は、群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に

関する事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議書を専

決処分したものでございます。内容について申し上げますと、令和８年３月

３１日時点での群馬県市町村総合事務組合自然災害救助基金につきまして、

災害弔慰金の支給等に関する事務の共同処理団体に還付するものでござい

ます。よろしくご審議のうえ、原案のとおり承認くださいますようお願い申

し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○ 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第２号

を原案どおり承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

  （挙手全員） 

〇 議 長（野本泰生君） 挙手全員よって、議案第２号は、原案どおり承認い

たしました。 

 

第５ 議案第３号 専決処分の承認を求めることについ

て（群馬県市町村公平委員会共同設

置規約の変更に関する協議書） 

〇 議 長（野本泰生君） 次に、日程第５．議案第３号「専決処分の承認を求

めることについて」（群馬県市町村公平委員会設置規約の変更に関する協議

書）を議題といたします。提案理由の説明を願います。管理者多田善洋君。 

○ 管理者（多田善洋君） 議案第３号 専決処分の承認を求めることについて
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申し上げます。本案は、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関す

る協議書を専決処分したものでございます。内容について申し上げますと、

令和８年４月１日から群馬県市町村公平委員会を共同設置する団体にみど

り市が加入すること及び同委員会の共同設置する団体に加入している太田

市他三町広域清掃組合の名称が、太田市他三町清掃斎場組合に変更される

ことに伴い、所要の改正をするものでございます。よろしくご審議のうえ、

原案のとおり承認くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明といたします。 

○ 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

  （「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第３号

を原案どおり承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

  （挙手全員） 

〇 議 長（野本泰生君） 挙手全員よって、議案第３号は、原案どおり承認い

たしました。 

 

第６ 議案第４号 館林地区消防組合職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例につい

て 

○ 議 長（野本泰生君） 次に、日程第６．議案第４号「館林地区消防組合職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理

由の説明を願います。管理者多田善洋君。 

○ 管理者（多田善洋君） 議案第４号 館林地区消防組合職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例について申し上げます。本案は、国家公務員の給

与改定等を踏まえ、本組合の給与の改定を行うため、本条例の一部を改正す

るものでございます。主な改正内容について申し上げます。１点目は、本組

合職員の給料月額を、若年層に重点を置いて、令和７年４月１日に遡及して

平均３．３％引き上げるものでございます。２点目は、令和７年１２月期の

期末・勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０２５月分引き上げ、令和８年度
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以降につきましては、６月期及び１２月期の期末・勤勉手当の支給月数が均

等になるように配分するものでございます。３点目は、自動車等使用者に対

する通勤手当について、国家公務員に準じて額の改定等を行うものでござ

います。よろしくご審議のうえ、原案のとおり議決くださいますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

〇 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

  （「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第４号

を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

○ 議 長（野本泰生君） 挙手全員よって、議案第４号は、原案どおり可決い

たしました。 

 

第７ 議案第５号 館林地区消防組合特別職の職員の期

末手当の支給に関する条例の一部を

改正する条例について 

○ 議 長（野本泰生君） 次に、日程第７．議案第５号「館林地区消防組合特

別職の職員の期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例」を議題

といたします。提案理由の説明を願います。管理者多田善洋君。 

〇 管理者（多田善洋君） 議案第５号 館林地区消防組合特別職の職員の期末

手当の支給に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

本案は、本組合職員の期末・勤勉手当の改定に準じて、本条例の一部を改正

するものでございます。改正内容について申し上げますと、令和７年１２月

期に支給する特別職の期末手当の支給月数を０．０５月分引き上げ、令和８

年度以降につきましては、６月期及び１２月期の期末手当の支給月数が均

等になるよう配分するものでございます。よろしくご審議のうえ、原案のと

おり議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といた

します。 

〇 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 
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（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第５号

を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

〇 議 長（野本泰生君） 挙手全員よって、議案第５号は、原案どおり可決い

たしました。 

 

第８ 議案第６号 館林地区消防組合会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について 

〇 議 長（野本泰生君） 次に、日程第８．議案第６号「館林地区消防組合会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。提案理由の説明を願います。管理者多田善洋

君 

〇 管理者（多田善洋君） 議案第６号 館林地区消防組合会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げま

す。本案は、本組合職員の給与改定に準じて、給与月額の改定を行うため本

条例の一部を改正するものでございます。よろしくご審議のうえ、原案のと

おり議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といた

します。 

〇 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第６号

を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

〇 議 長（野本泰生君） 挙手全員よって、議案第６号は、原案どおり可決い

たしました。 
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第９ 議案第７号 令和７年度館林地区消防組合一般会

計補正予算（第３号） 

〇 議 長（野本泰生君） 次に、日程第９．議案第７号「令和７年度館林地区

消防組合一般会計補正予算（第３号）」を議題といたします。提案理由の説

明を願います。管理者多田善洋君 

〇 管理者（多田善洋君） 議案第７号 令和７年度館林地区消防組合一般会計

補正予算（第３号）について申し上げます。本案は、歳入歳出予算におきま

して、４，９２２万２，０００円の追加補正でございます。まず、歳出につ

いて申し上げます。総務費では、特別職の期末手当を追加するとともに、常

備消防費では、会計年度任用職員の報酬を追加、消防職員の給与、期末・勤

勉手当、共済の負担金の追加補正をさせていただきます。次に、歳入につい

て申し上げますと、給与改定に伴い必要になった財源につきましては、財政

調整基金からの繰入金を充当するものでございます。よろしくご審議のう

え、原案のとおり議決くださいますよう、お願い申し上げまして、提案理由

の説明といたします。 

〇 議 長（野本泰生君） 説明が終わりました。質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議 長（野本泰生君） 質疑を打ち切ります。討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

〇 議 長（野本泰生君） 討論を打ち切ります。採決いたします。議案第７号

を原案どおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（挙手全員） 

〇 議 長（野本泰生君） 議案第７号は、原案どおり可決いたしました。以上

で、本日の議事日程の全部を終了いたしました。この際、管理者から挨拶を

したい旨、申し出がありますので、これを許します。管理者多田善洋君 

〇 管理者（多田善洋君） 本日は、館林地区消防組合議会第１回臨時会を招集

いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、衆議院選挙の中、大変

お忙しいところ、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。また、

全議案とも、承認、議決をいただきまして、お礼を申し上げます。さて、昨

年も全国各地で地震や豪雨などの自然災害が相次ぎ、尊い命やかけがいの

ない財産が失われました。こうした災害は今後も発生が懸念されており、地
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域防災力を一層高めていく必要を痛感しているところでもございます。ま

た、救急出場件数は依然として高水準で推移しており、救急需要の増加に的

確に対応するため、職員はもとより、消防団や自主防災組織、医療機関と連

携をさらに強化し、地域住民の皆様が安全・安心に暮らせる町づくりに努め

てまいります。寒さの厳しい日が続いております。感染症にも引続きご留意

いただき、議員の皆様おかれましては、ご自愛のうえ、今後とも変わらぬご

指導、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。結びに皆様のご健勝と

ご活躍を心よりお祈り申し上げまして、簡単ではございますが私からの挨

拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

〇 議 長（野本泰生君） 以上をもちまして、令和８年館林地区消防組合議会

第１回臨時会を閉会いたします。大変、ご苦労様でした。 

 

                          （午前１０時１８分） 

 

令和８年２月１３日 

 

館林地区消防組合議長    野 本 泰 生 

 

会 議 録 署 名 議 員        岡 野 陽 子 

 

会 議 録 署 名 議 員        市 川 初 江 


